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燃やすごみ、木くず・剪定枝  収集日 

月・木曜日 

焼津２ 焼津３ 焼津４ 焼津５ 焼津６ 

焼津７ 豊田８ 豊田９ 豊田 10  

東益津 15 東益津 16 東益津 17 

中島 飯淵 利右衛門 吉永 高新田  

藤守 下小杉 

火・金曜日 

焼津１ 小川 11 小川 12 小川 13  

港 14 大富 18 大富 19 大富 20  

和田 21 和田 22 港 23 宗高  

上小杉 相川 西島 上泉 下江留  

上新田 つつじ平 

 

 
① 燃やすごみ（週２回） 

缶、ビン、ペットボトル、金属類は入れないでください。 

ごみを出す日は住む場所によって違います。あなたの出す日は、（      ） と（      ） 

 
② 木くず・剪定した枝（週２回） 

燃やすごみと同じ日に出すことが出来ます。 

 

☆剪定枝・木板・…針金か紙ひも、麻ひもで縛ってください。 

☆落ち葉・木くず・…透明・半透明のごみ袋に入れて、出してください。 

☆収集日の「午前８時まで」に決められた場所に出してください。  ☆ごみは、「透明または半透明のごみ袋」に入れて、口をしばって出してください。 

☆生活で出るごみは、必ず分別してから出してください。 

 

注 意 燃やすごみに入れないでください（燃やすごみでは、収集できません。）  

紙類           缶（金属）類             ビン       ペットボトル    食用油、ガラス、蛍光灯、電池、陶器、 

その他燃えないもの 

③ プラマーク（週１回） 

燃やすごみと同じ場所に出すことが出来ます。 

☆水ですすぐか、汚れを拭き取って出してください。 

プラマーク 収集日 

 月曜日 小川 12 小川 13 港 14 港 23 和田 22 

火曜日 焼津２ 焼津４ 焼津５ 焼津６ 焼津７ 

水曜日 焼津１ 焼津３ 豊田８ 豊田９ 小川 11 

大井川地区 

木曜日 大富 18 大富 19 大富 20 和田 21 

金曜日 豊田 10 東益津 15 東益津 16 東益津 17 

          

          

             

このマークがついた 

           ものしか出せません！ 

焼津市役所 環境課  054-626-1130（日本語のみ） 

市民協働課  054-626-2191 

＊スプレー缶は、穴を空けてから出してください。 

＊食用油は、ペットボトルに入れて出してください。 

【受入日時】 木～日曜日（祝日を含む）午前９時～午後４時 

       １２月２6日（金）～１月３日（金）は休業します。 

【回収品目】 紙類・びん・缶（アルミ缶、スチール缶、スプレー缶に限る）・ペットボトル・

プラスチック製品・廃食用油・蛍光管・電球・電池・リユース古着・古着類（リ

ユースできない）・使用済小型家電 

＊金属・ガラス・陶器は回収できません。 

（ただし、ネジやドライバー、はさみなどの小物金属、皿、コップ、スプーン、

フォークなどの食器、フライパン、鍋、花瓶は持ち込めます。） 

【受入場所】 下記３箇所 

      ①ミニステーション東益津（中里 176）  ②ミニステーション小屋敷（小屋敷 573）  

        （石脇公園西側駐車場）        （環境管理センター敷地内） 

 

 

 

 

 

 

               ③ミニステーション利右衛門（利右衛門 856-1） 

                 （大井川南小学校グラウンド南側） 

 

 

自分で 

持ち込む 

ミニステーション 

汚物は、トイレに流してください 

その他燃やすごみ 

例： 

・カーテン、座布団 

・長靴などのゴム製品 

・トタン等の塩ビ製品 

おむつ ティッシュペーパー 

汚れのついた紙 

カイロ 保冷剤 ペットシート 

生ごみ じゅうたん 

カーペット 

水をしっかり切ってください 

発熱しない事を確認してから出す

ｙ

電気カーペットのコード・スイッチ 

部分は、切り取る 

ボトル・ふた類 パック・カップ類 トレイ類 チューブ類 

ポリ袋・ラップ類 ネット類 緩衝材 

（発泡スチロール等） 

針金・紙ひも・麻ひもで 

しばってください。 

ペットボトル 

出せません 値札・シール等は、 

はがす必要はありません。 

 

大きいものは、 

小さく割って出して 

ください。 

直径 

30cm以内 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

★住所から自治会がわかる早見表＆自治会ごとの資源物の日一覧（2025年度） 

JICHIKAI ４ 
Apr 

５ 
May 

６ 
Jun 

７ 
Jul 

８ 
Aug 

９ 
Sep 

１０ 
Oct 

１１ 
Nov 

１２ 
Dec 

１ 
Jan 

２ 
Feb 

３ 
Mar 

１ 
鰯ヶ島、城之腰、北浜通り、本町二丁目１１～１５、１８、１９、本町三丁目７～１３、本町四丁目１１～２１、 

本町五丁目７～１５、本町六丁目７～１８         
7 9 5 2・31  3 2・30 28 25  2 3・31 

２ 
焼津一～六丁目、小川新町一丁目１、本町二丁目５，６、本町三丁目１～６丁目、本町四丁目１～１０、 

本町五丁目１～６、本町六丁目１～６、焼津         
7 9 5 2・31  3 2・30 28 25  2 3・31 

３ 
新屋、栄町一～四丁目、栄町五丁目１～３・８～１２、栄町六丁目１・３・７・８・９、本町一丁目、 

本町二丁目１～４・７～１０・１６・１７・２０～２２、駅北二丁目４～１８、駅北三丁目８～１３    
8 12 6 3 1 4 3・31  1 6 3 4 

４ 塩津、栄町五丁目４～７・１３～１６、栄町六丁目１～１７、本町二丁目５、焼津六丁目８      
8 12 6 3 1 4 3・31  1 6 3 4 

５ 中港一～六丁目、駅北一丁目、駅北二丁目１～５、駅北三丁目１～９、駅北四・五丁目、栄町１－１－３    
9 13 9 4 4 5 6 4 2 7 4 5 

６ 大村新田、大栄町一～三丁目、駅北二丁目１６・１８、駅北三丁目１１～２９、大村一～三丁目     
9 13 9 4 4 5 6 4 2 7 4 5 

７ 八楠、八楠一～四丁目、大覚寺、越後島、坂本の一部         
14 16 12 9 7 10 9 7 5 13 9 10 

８ 三ヶ名         
15 19 13 10 8 11 10 10 8 14 10 11 

９ 五ヶ堀之内、柳新屋、小柳津、小屋敷、西焼津、小土（小石川より南側地区）    
17 21 17 14 19 16 15 12 10 16 13 13 

１０ 小土（小石川より北側地区）、保福島         
14 16 12 9 7 10 9 7 5 13 9 10 

１１ 
東小川一～二丁目、東小川三丁目１・２・７～１６、東小川五～八丁目、西小川一～八丁目、小川新町一丁目２、 

小川新町二丁目１・２、小川新町三丁目１、小川、与惣次         
16 20 16 11 18 12 14 11 9 15 12 12 

１２ 小川新町一丁目３～１４、小川新町二丁目３～１４、小川新町三丁目２～９       
15 19 13 10 8 11 10 10 8 14 10 11 

１３ 小川、東小川三丁目３～６、東小川四丁目、小川新町四～五丁目       
15 19 13 10 8 11 10 10 8 14 10 11 

１４ 石津、石津向町、石津中町、石津港町         
4 8 4 1・30  2 1・29 27 24 30  2・30 

１５ 策牛、関方、片ノ上、坂本、石脇上、石脇下、小浜、野秋、花沢、吉津、高崎、元小浜      
11 15 11 8 6 9 8 6 4 9 6 9 

１６ 中里、岡当目、八楠の一部         
10 14 10 7 5 8 7 5 3 8 5 6 

１７ 浜当目、浜当目一～四丁目         
10 14 10 7 5 8 7 5 3 8 5 6 

１８ 本中根、中根、中根新田         
22 23 19 17 21 18 17 14 12 20 17 17 

１９ 中新田、大住、三右衛門新田、治長請所         
21 22 18 15 20 17 16 13 11 19 16 16 

２０ 祢宜島、道原、三和、大島、大島新田         
23 26 20 18 22 19 20 17 15 21 18 18 

２１ 惣右衛門、一色         
24 27 23 22 25 22 21 18 16 22 19 19 

２２ 田尻、すみれ台一～二丁目         
25 28 24 23 26 24 22 19 17 23 20 23 

２３ 田尻北、下小田、下小田中町、北新田         
3 2 3・30 29  1・30 28 26 23 29 27 27 

大１ 中島、相川、上泉、下江留、上新田、つつじ平、西島 
28 29 25 24 27 25 23 20 18 26 24 24 

大２ 飯淵、利右衛門、吉永、宗高 1・30 30 26 25 28 26 24 21 19 27 25 25 

大３ 高新田、上小杉、藤守、下小杉 
2 1 2・27 28 29 29 27 25 22 28 26 26 

 
  ◇分別できないごみ（燃やすごみと金属類が混ざっているごみ） 

  ◇その他処理が困難なごみ（スーツケース、薬品、ガソリン、土砂など） 

    民間業者へ処理を依頼してください。処理には、料金がかかります。 

民間業者が分からない方は、環境課（054-626-1130）までお問合せください。 

   ④ 通常収集できないもの 

◇ノートパソコンや小型家電 

   専用の回収ボックスに出すことが出来ます。 

        《回収ボックス設置場所》 

          ＠新庁舎１階エレベーターホール 

＠ミニステーション３ヶ所 

＊ボックスの投入口（40cm×20cm）に入らないものは、回収できません。 

◇デスクトップパソコン 

           市では収集できません。 

電気店や家電量販店にご相談ください。 

◇特定家電製品 

   

 

    テレビ      冷蔵庫      洗濯機     エアコン 

  市では収集できません。電気店や家電量販店にご相談ください。 

◇大型のごみ、大量のごみ、燃やすごみと金属類が混ざっているごみ 

  分別をしてから、次の施設に自分で搬入してください。 

 燃やすごみ 高柳清掃工場    藤枝市高柳 2338-1 

 金 属 類 リサイクルセンター 藤枝市岡部町内谷 833-2 

《営業時間》月曜日～金曜日 AM9:00～AM11:00、PM1:00～PM4:00 

《料  金》50kg以上の場合、全量に対し 10kgあたり 146円かかります。 



 


